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簡易裁判所で調停中に成立した土地売買契

約において、その売買代金は裁判所選任の鑑

定人が算出した価格とする旨合意がなされ

て、鑑定価格が算出されたが、同鑑定には対

象土地の現況を誤認する等の著しい瑕疵があ

るため、控訴審で双方申請により新たに実施

された鑑定価格によって算出される金額を合

意価格とし、売買代金額とするとされた事例

（名古屋高裁　平成16年12月28日判決　変更

ホームページ下級裁主要判決情報）

１　事案の概要

Ｘは、平成７年８月、その所有する土地

（以下「本件土地」という。）等と隣接土地と

の境界に疑義があり、その所有権の範囲の確

定について、隣接土地の所有者であるＹ、Ａ、

国、及びＢ町を相手としてＺ簡易裁判所に民

事調停の申立てをした。

本件民事調停手続中の平成９年２月17日、

ＸとＹは、紛争解決の手段として、Ｘ所有の

本件土地をＹに売却する（本件合意①）、本

件土地の売却価格は、裁判所が選任した鑑定

人が算出した価格とする（本件合意②）等の

合意（以下「本件合意」といい、本件合意に

よる本件土地の売買に関する合意を「本件売

買契約」という。）をし、次いで、同年７月

30日、本件合意②に係る鑑定人による価格算

出の対象土地（売買対象地）の範囲と面積の

確定及びＸとＹ間の売買価格の算出方法につ

いて追加合意書を取り交わした。

Ｚ簡易裁判所は、本件合意に基づく鑑定人

として不動産鑑定士Ｄを選任し、Ｄ鑑定士は、

売買対象地の平成９年４月７日現在での現状

有姿の状態における適正な土地価格について

の価格鑑定（以下「Ｄ鑑定」という。）を行

い、本件土地（売買対象地）の代金額を

7,915万4,432円とした。

しかし、Ｙは、Ｄ鑑定には鑑定方法等に基

本的な誤りがあり、Ｄ鑑定による鑑定価格を

もって本件合意に係る売買価格とすることは

応じられないとし、売買代金額についての合

意成立の見込みがないとして、同調停は不成

立により終了した。

原審裁判所においては、Ｄ鑑定が売買対象

地の価格鑑定の方法として採用した分集評価

手法の当否等を鑑定事項として、不動産鑑定

士Ｆに対して鑑定を命じ、その鑑定結果（以

下「Ｆ原審鑑定」という）を基に、Ｙには第

１審のＤ鑑定の鑑定価格を減額修正した

6,583万4,187円を代金として支払う義務があ

るとの判断を下したが、これを不服として

Ｘ・Ｙの双方がそれぞれ控訴した。

２　判決の要旨

高等裁判所は、平成９年７月10日時点及び

鑑定実施時点での本件土地の適正価格を鑑定

事項として、Ｆ鑑定士に鑑定を命じ、その結

果（以下「Ｆ当審鑑定」という。）に基づき、

次のように判示して、原判決を変更した。

盧 Ｆ当審鑑定は、平成９年７月10日時点に
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最近の判例から　 蘯

裁判所選任の鑑定人が算出した売買価格に
誤りがあるとされた事例

（名古屋高判 平16・12・28 ホームページ下級裁主要判決情報）
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おける本件土地の１㎡当たりの価格を

11,000円とし、鑑定実施時点の平成16年３

月24日における同価格を7,800円とした。

盪 Ｆ原審鑑定及びＦ当審鑑定によれば、本

件土地は、Ｄ鑑定がされた平成９年７月当

時から、頂上部分に約500㎡の平坦地があ

るという形状（平坦地以外は法面及び私道）

であったのに、Ｄ鑑定においては、平坦地

に関して、鑑定の前提となる基本的、かつ

重要な事実についての誤認があり、「現状

有姿」の鑑定条件をも満たさないものであ

る。また、売買対象地のうち法面及び私道

の標準価格について、宅地見込地のための

不可欠の土地としてその標準価格を定めて

いるが、これらの土地は、宅地として利用

できる土地ではないから、Ｄ鑑定が算出し

た高額な標準価格を定めることは著しく合

理性を欠くものであり、Ｄ鑑定には、この

点でもその手法あるいは内容に看過できな

い誤りがある。

したがって、Ｄ鑑定には、著しい瑕疵あ

るいは欠陥があり、本件合意②にかかる価

格に該当しないとされる特段の事情がある

というべきであり、Ｄ鑑定で出された売買

対象地の単価をもって本件売買契約の代金

額を算定することはできない。

蘯 Ｘは、Ｄ鑑定の鑑定価格によって本件売

買契約の売買代金額が確定したとして、Ｙ

にその履行を求めたが、Ｙがこれを争った

ため、調停が不成立で終了した。そのため、

Ｘは本件訴訟を提起したところ、Ｄ鑑定に

ついて本件合意②に係る価格該当性が争点

となって審理が行われるに至り、当審にお

いて、当事者双方の申請により、本件土地

（売買対象地）についての平成９年７月当

時の価格を鑑定事項としてＦ鑑定士が選任

され、その鑑定結果がＦ当審鑑定となった

ことが認められる。

盻 Ｆ当審鑑定による鑑定価格は、その手法

及び内容について著しい瑕疵あるいは欠陥

があって、本件合意②に係る価格に該当し

ないとされる特段の事情がない限りは、上

記鑑定価格に該当するものと解するのが相

当であり、当事者双方からは何の指摘もな

く、また、Ｆ当審鑑定の鑑定書を精査して

も、瑕疵あるいは欠陥があるものと認める

ことはできない。そして、本件売買契約は、

平成９年７月30日に成立したものであるか

ら、その売買代金の額は、特段の合意が認

められない以上、その成立時における本件

土地の価格と合意されたものというべきで

あり、Ｆ当審鑑定中の同月10日時点での鑑

定価格である１㎡当たり11,000円をもって

本件追加合意に従って算出すると、5,087

万2,140円となる。

眈 したがって、ＸはＹに対し、本件土地につ

いて平成９年７月30日売買を原因として所

有権移転手続きと引換えに、5,087万2,140

円の支払いを求める限度で理由がある。

３　まとめ

本件は、Ｘが、その所有する土地の境界に

疑義があるとして、隣接所有者らとの間で調

停となり、解決手段として、Ｘの土地を隣接

するＹに売り渡すこととなったが、裁判所選

任の鑑定人が算出した売買代金額の鑑定価格

に瑕疵があるとして控訴された事案である。

控訴審は、第１審の鑑定価格を一部修正し

た原審の鑑定価格を更に変更し、ＸとＹに対

して、本件土地を所有権移転登記と引き換え

にその代金を支払えと判示した。

土地の境界確定の紛争は多く見られるが、

本判決は、売却における売買代金の鑑定価格

で争った事例として実務の参考になると思わ

れる。




